
地域建設業経営強化融資制度の導入について 

 

江戸川区では、平成２８年４月１日より、中小・中堅元請建設企業の資金調

達の円滑化と適正な履行の確保を図るため、「地域建設業経営強化融資制度」を

導入いたします。 

 

【地域建設業経営強化融資制度とは】 

国や地方公共団体等が発注する建設工事や公共性のある民間工事を受注した建設

企業が、その工事の出来高に応じて、工期中にその出来高部分を低利により随時、資

金化することができる制度です。 

 

【対象工事】 

請負金額1,000万円以上の区発注工事を競争入札により落札した工事 

ただし、次の工事は対象外 

・ 債権譲渡を認めることが不適当と判断される工事 

・ 履行保証において役務的保証を付した工事 

・ 低入札価格調査の結果落札した者と契約締結した工事 など 

 

【対象となる建設業者】 

資本の額又は出資の総額が２０億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以

下の中小・中堅元請建設業者 

 

【債権譲渡の範囲】 

工事請負代金から前払金、部分払金等の支払済額等を控除した額 

 

【区が債権譲渡を承諾する時期】 

工事の出来高が２分の１以上に達したと認められる日以降 

 

【債権譲渡先】 

・ 事業協同組合等 

・ ㈱建設経営サービス 

・ 北保証サービス㈱ 

・ ㈱建設総合サービス 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



制度の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊制度では、上記出来高に応じた融資を受けた後、未完成部分の資金調達についても、保

証事業会社の金融保証により金融機関から融資を受けやすくなる仕組みも用意されていま

す。 

 

手続きの流れ 

 
① 元請業者と融資事業者の連名で、江戸川区に債権譲渡承諾の申請を行います。 
② これに対し、江戸川区は債権譲渡の承諾（または不承諾）の通知を行います。 
③ 請負業者（建設企業）から、融資事業者（事業協同組合等）に、工事請負代金債権
が譲渡されます。 

④ 債権譲渡が承諾された後、融資事業者は工事出来高の査定を行い、査定結果に応じ
て融資を行います。 

⑤ 工事完成後、江戸川区は融資事業者に対して工事代金を支払います。 
⑥ 融資事業者は、受け取った工事代金から融資の返済手続を行い、残金を清算金とし
て請負業者に返還します。 

  

③工事請負代金債権の譲渡 
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提出書類 

（債権譲渡承諾の申請時） 

① 債権譲渡承諾依頼書（３通） 
○江戸川区様式（別記第１号様式－表裏１枚で作成すること） 

② 締結済の債権譲渡契約証書の写し（１通） 
○様式は、平成２０年１０月１７日付国官会第１２５５号、国地契第３４号、国官技第１７１号、

国営計第６１号通達（以下、「官房課長通達」という。）に定める様式３を準用することとし、

国土交通省において当該通達が改正された場合は、改正後の通達に基づくものとする。 

③ 工事履行報告書（１通） 
○江戸川区様式（別記第２号様式） 

④ 債権譲渡人と債権譲受人の印鑑証明書（各１通） 
（発行日から３ヶ月以内のもの） 

⑤ 当該工事請負契約締結時の債権譲渡人の印（以下「債権譲渡人の印」という。）が、使用印である
場合は、使用印鑑届（１通） 

債権譲渡人の印が代理人印である場合は、委任状（１通） 
⑥ 履行保証人の承諾書（１通） 
（履行保証を付した工事で、保険又は保証委託約款等により保険又は保証会社の承諾が義務付けら

れている場合） 

⑦ 債務保証承諾書（根保証用）の写し（１通） 
⑧ 委任状（１通） 
（債権譲渡人と債権譲受人が共同して持参できない場合） 

○江戸川区様式（別記第３号様式） 

 

（契約変更・解除時） 

⑨ 工事代金債権計算書（１通） 

○江戸川区様式（別記第８号様式・別記第９号様式） 

 

（請負代金請求時） 

⑩ 工事請負代金請求書（１通） 

○江戸川区様式（別記第１０号様式） 

 

 

※適用年月日：平成２８年４月１日 

 

問い合わせ・申請窓口 

〒１３２－８５０１ 

東京都江戸川区中央１－４－１ 

江戸川区総務部用地経理課契約係 

ＴＥＬ:０３－５６６２－１００５  ＦＡＸ：０３－５６６２－１００６ 


